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国立大学法人等の
教育研究の状況の評価の概要

大学評価・学位授与機構
（平成23年８月）

根拠法令

国立大学法人法第三十五条により準用される
独立行政法人通則法の規定（抄）

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）
第三十四条 独立行政法人は，文部科学省令で定めるところにより，中期

目標の期間における業務の実績について，国立大学法人評価委員会の
評価を受けなければならない。

２ 前項の評価は，当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の
調査をし，及び分析をし，並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮す
るとともに，独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人
大学評価・学位授与機構法第十六条第二項に規定する国立大学及び大
学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し，当
該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全
体について総合的な評定をして，行わなければならない。

３ 第三十二条第三項から第五項までの規定は，第一項の評価について
準用する。

〔読替後〕

資　料　８ 国立大学教育研究評価委員会（第28回）  　　平成２３年８月２４日
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国立大学法人評価の仕組み

独立行政法人
大学評価・学位授与機構

政策評価・
独立行政法人
評価委員会
（総務省）

国立大学法人
評価委員会

文部科学大臣

中期目標・
計画に意見

文部科学省

国
立
大
学
法
人

教育研究面を
専門的に評価

中期目標の原案提出
中期計画の認可申請

年度計画を届出・公表

中期目標の制定・指示

中期計画を認可

実績報告書提出

経営面を含めた総合評価

評価結果の通知

教育研究評価結果を通知 教育研究面の評価を要請

評価対象・評価方法

評価対象機関は、国立大学８６法人と、
大学共同利用機関４法人の計９０法人。

機構は、中期目標の達成状況評価と学
部・研究科等の現況分析を実施し、教育
研究等の質の向上について評価する。
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○ 国立大学法人等の第１期中期目標期間評価の評価方法

中期目標の達成状況の評価 学部・研究科等の現況分析

教
育
研
究

教育

①教育の成果

②教育内容等

③教育の実施体制等

④学生への支援

研究

①研究水準及び研究の成果等

②研究実施体制等の整備

社会連携・国際交流等

業
務
運
営
・財
務
内
容
等

業務運営の改善及び効率化

財務内容の改善

自己点検・評価及び情報提供

その他業務運営

水準 質の向上度

教

育

①教育の実施体制 ４段階で判定 ３段階で判定

②教育内容

③教育方法

④学業の成果

⑤進路・就職の状況

研
究

①研究活動の状況

②研究成果の状況

・大きく改善、向上している、
又は高い質を維持している

・相応に改善向上している

・改善、向上しているとは言
えない

・期待される水準を大きく
上回る

・期待される水準を上回る

・期待される水準にある

・期待される水準を下回る

・法人化以降、評価に至
るまでに、どの程度水準
が向上しているか

・各学部・研究科等の
目的に照らして、それ
ぞれの組織が想定す
る関係者（ステークホ
ルダー）の期待にどの
程度応えているか

視点
視点

国立大学法人評価委員会からの要請に応じて、大学評価・学位授与機構が
評価。評価委員会は、機構の評価結果を尊重。

国立大学法人評価委員会が５段階で判定

「中期目標・中期計画の達成状況が非常に優れている」
「中期目標・中期計画の達成状況が良好である」
「中期目標・中期計画の達成状況がおおむね良好である」
「中期目標・中期計画の達成状況が不十分である」
「中期目標・中期計画の達成のためには重大な改善事項がある」

第１期中期目標期間評価の実施経緯

●平成16〜19年度の評価(平成20年度に実施）
評価結果を、第２期中期目標の策定に資するとともに、運営費
交付金の算定に反映させるために、中期目標期間の終了に
先立ち、平成16〜19年度の実施状況について平成20年度に
評価を実施した。

●平成20、21年度の評価(平成22年度に実施）
第１期中期目標期間終了後に平成16〜19年度の教育研究評
価の評価結果を変更する必要性の確認を基本とし、実施した。
負担軽減を図りながら、平成16～19年度の評価方法を基本

的に踏襲し実施した。

平成２３年５月２４日（火）文部科学省国立大学法人評価委員
会において、第１期中期目標期間の評価結果を審議・公表。
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中期目標の達成状況評価

中期目標を３階層（大項目・中項目・小項目）に区分

各小項目には目標を達成するためにとるべき具体的な
措置（中期計画）を設定。

各中期計画の段階判定を点数化し、その結果を順次積
み上げていくこと（「積み上げ」方式）により、小項目・中
項目・大項目の判定を導き出す。
中項目ごとに「優れた点」「改善を要する点」「特色ある
点」を指摘する。

さらに、学部・研究科等の現況分析結果も参照して、総
合的に評価する。

※中期目標・・・国立大学法人等が６年間で達成すべき業務運営に関する
目標。文部科学大臣が定め、当該国立大学法人等に示
すとともに公表する。（実際上の作成は各法人）

中期目標の大・中・小項目とは

中期目標（大・中・小項目）および中期計画の関係は以下の
とおりである。

中 期 目 標 中 期 計 画

（前文）大学の基本的な目標

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織

１ 中期目標の期間

２ 教育研究上の基本組織

Ⅱ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標 （大項目・段階式）

（１）教育の成果に関する目標（中項目・段階式）

○世界の第一線で活躍できる人材の育成を

目指す（小項目・段階式）

○高度専門職業人の育成を目指す（同上）

（２）教育内容等に関する目標 （中項目・段階式）

（３）教育の実施体制等に関する目標 （同上）

（４）学生への支援に関する目標 （同上）

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

○ 具体的な措置Ａ （実施状況の分析・段階式）

○ 具体的な措置Ｂ （実施状況の分析・段階式）

○ 具体的な措置Ｃ （実施状況の分析・段階式）

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための

措置

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置
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中期目標の達成状況の判定

大項目の判定（中項目の平均値）
（５段階）
４：「非常に優れている」(3.5～4.0)
３：「良好」(2.6～3.5未満)
２：「おおむね良好」（1.7～2.6未満）
１：「不十分」(1.0～1.7未満)
※「重大な改善事項」

大項目

○大項目の判定

中項目１：おおむね良好（２）

中項目２：良好（３）

中項目３：不十分（１）

中項目４：おおむね良好（２）

大項目に関する中項目
の平均値

中項目の判定（小項目の平均値）
（５段階）
４：「非常に優れている」(3.5～4.0)
３：「良好」(2.6～3.5未満)
２：「おおむね良好」（1.7～2.6未満）
１：「不十分」(1.0～1.7未満)
※「重大な改善事項」

○「ウエイト」を考慮し判定を行う。

小項目の判定（中期計画の平均値）
（４段階）
４：「非常に優れている」(2.7～3.0)
３：「良好」(2.3～2.7未満)
２：「おおむね良好」（1.7～2.3未満）
１：「不十分」(1.0～1.7未満)

中期計画の判定（評価者が評価）
（３段階）
３：「良好」
２：「おおむね良好」
１：「不十分」

中項目中期計画 小項目

○中項目の判定

小項目１：おおむね良好（２）

小項目２：良好（３）

小項目３：不十分（１）

小項目Ａ：おおむね良好（２）

中項目に関する小項目
の平均値

○小項目の判定

計画１：良好（３）

計画２：良好（３）

計画３：不十分（１）

計画Ｂ：おおむね良好（２）

小項目に関する中期計画
の平均値

○中期計画の判定
・法人から提出された達成状況報
告書に基づき、判定
・中期計画の実施の有無だけで
はなく取組が機能しているかなど
の視点で判断
・中期計画に基づき評価を行うも
ので、一律の基準(相対評価)によ
る評価ではない

現況分析結果と大きな
乖離がないか確認

○中期計画の段階判定の結果を点数化し、小項目、中項目、大項目へと

積み上げて判定を行った。（積み上げ方式）

学部・研究科等の現況分析

学部・研究科等の教育・研究の水準及び質の向上度を分析
する。

各学部・研究科等の目的や方向性など、それぞれの特色に
応じた分析を行う。

教育研究の水準判定は、分析項目に関する事項を観点ごと
に分析し、その判定結果を基に、各分析項目ごとに水準を４
段階で判定する。

教育研究の水準は、関係者（Stakeholders）の「期待に応え
ているか」という基準で判断する。

質の向上度は、法人化時点から評価時点までの水準の向上
の程度について、改善・向上事例を３段階で判定する。
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学部・研究科等の現況分析の分析項目一覧

分析項目 基本的な観点

Ⅰ 教育の実施体制
○基本的組織の編成

○教育内容、教育方法の改善に向けて取り組む体制

Ⅱ 教育内容
○教育課程の編成

○学生や社会からの要請への対応

Ⅲ 教育方法
○授業形態の組合せと学習指導法の工夫

○主体的な学習を促す取組

Ⅳ 学業の成果
○学生が身に付けた学力や資質・能力

○学業の成果に関する学生の評価

Ⅴ 進路・就職の状況
○卒業（修了）後の進路の状況

○関係者からの評価

分析項目 基本的な観点

Ⅰ 研究活動の状況

○研究活動の実施状況

○大学共同利用機関、大学の全国共同利用機能を有する附置研究所及び研究
施設においては、共同利用・共同研究の実施状況

Ⅱ 研究成果の状況
○研究成果の状況（大学共同利用機関、大学の全国共同利用機能を有する附
置研究所及び研究施設においては、共同利用・共同研究の成果を含めるこ
と。）

教育水準

研究水準

評価体制

国立大学教育研究評価委員会

【達成状況判定会議】８グループを編成

【現況分析部会】
１０学系部会を編成 【研究業績水準判定組織】

（各分野２名以上）
６６分野

第１グループ 第２グループ 第３グループ 第４グループ 第８グループ

人文科学系 社会科学系 理学系

･･･

･･･
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国立大学教育研究評価委員会について

独立行政法人大学評価・学位授与機構国立大学教育研究評価委員会規則

（目的）

第１条 この規則は、独立行政法人大学評価・学位授与機構組織運営規則
（以下「運営規則」という。）第１５条第７項の規定に基づき、独立行政法
人大学評価・学位授与機構の国立大学教育研究評価委員会（以下「委
員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的と
する。

（委員の任期等）

第２条 運営規則第１５条第３項に規定する委員の任期は２年とし、その欠
員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 運営規則第１５条第４項に規定する専門委員は、その者の任命に係る当
該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（以下省略）




